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　前
文

　市
議
会
は
、
市
民
に
開
か
れ
、
市
民

と
と
も
に
歩
む
議
会
、
市
民
の
た
め
の

市
政
を
目
指
す
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　第
1
章
　総
則

第
1
条
（
目
的
）

　議
会
の
基
本
理
念
、
議
員
の
活
動
原

則
等
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
2
条
（
基
本
理
念
）

　議
会
は
、
市
民
を
代
表
す
る
議
事
機

関
と
し
て
、
真
の
地
方
自
治
を
希
求
し

活
動
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　第
2
章
　議
会
及
び
議
員
の
活
動

　
　
　
　
　原
則

第
3
条
（
議
会
の
活
動
原
則
）

　議
会
は
、
執
行
機
関
に
対
し
、
監
視

機
能
と
評
価
を
行
う
。
ま
た
、
情
報
の

公
開
を
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
4
条
（
議
員
の
活
動
原
則
）

　議
員
は
、
市
民
の
意
見
の
聴
取
に
努

め
、
市
民
の
多
様
な
意
思
を
と
ら
え
、

福
祉
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。

第
5
条
（
議
会
の
機
能
強
化
）

　議
会
は
、
政
策
立
案
に
資
す
る
た
め
、

必
要
な
研
修
及
び
視
察
を
行
う
こ
と
を

定
め
て
い
ま
す
。

第
6
条
（
議
員
間
討
議
会
）

　議
会
は
、
政
策
立
案
、
提
案
及
び
政

策
提
言
を
推
進
す
る
た
め
、
議
員
間
討

議
会
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
7
条
（
委
員
会
の
活
動
）

　委
員
会
は
、
所
管
の
課
題
に
つ
い
て

調
査
し
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を

行
う
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
8
条
（
会
派
）

　議
員
は
、
議
会
活
動
を
行
う
た
め
、

政
策
集
団
と
し
て
の
会
派
を
結
成
で
き

る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　第
3
章
　市
民
と
議
会
の
関
係

第
9
条
（
情
報
の
公
開
）

　議
会
は
、
議
会
活
動
に
関
す
る
情
報

を
積
極
的
に
提
供
す
る
。
ま
た
、
会
議

等
は
原
則
公
開
と
定
め
て
い
ま
す
。

第
10
条
（
請
願
及
び
陳
情
）

　議
会
は
、
請
願
及
び
陳
情
を
市
民
に

よ
る
政
策
提
案
と
位
置
付
け
、
真
摯
に

取
り
扱
う
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
11
条
（
市
民
参
加
）

　議
会
は
、
議
会
報
告
会
や
市
民
と
の

意
見
交
換
の
場
を
設
け
、
市
民
か
ら
の

政
策
提
案
の
機
会
の
拡
大
を
図
る
こ
と

　昨
年
の
12
月
定
例
会
は
、
11
月
28
日
か
ら
12
月
19
日
ま
で
の
22
日
間
に
わ
た
り
開
か
れ
ま
し
た
。

　市
長
か
ら
平
成
26
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
補
正
予
算
、
条
例
関
係
6
件
、
訴
え
の
提
起
1
件
、
市
道
路
線
の

変
更
、
指
定
管
理
者
の
指
定
が
各
1
件
、
人
事
案
件
2
件
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
1
件
を
除
き
、
原
案
ど
お
り
承
認
・
可
決
・
同
意
し
ま
し
た
。

　ま
た
、
請
願
1
件
、
議
員
提
出
議
案
2
件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
4
号
）
の
議

会
費
の
う
ち
議
員
期
末
手
当
の
修
正
案
が
提
案
さ
れ
、
修
正
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　一
般
質
問
で
は
、
11
人
の
議
員
が
質
問
に
立
ち
、
市
政
を
た
だ
し
ま
し
た
。

　議
会
基
本
条
例
は
、
議
会
の
基
本
理
念
、
議
員
の
活
動
原
則
等
を
定
め
、
議
会

の
責
務
な
ど
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
条
例
で
、
議
会
改
革
を
進
め
る
上
で
根
本

基
準
と
な
る
も
の
で
す
。

　本
条
例
は
平
成
25
年
第
3
回
定
例
会
に
お
い
て
、
議
会
基
本
条
例
制
定
特
別
委

員
会
を
設
置
。
委
員
会
は
平
成
25
年
9
月
27
日
か
ら
26
年
11
月
21
日
ま
で
21
回
開

催
し
、
市
民
説
明
会
に
臨
み
ま
し
た
。

（
条
例
の
概
要
）

（
条
例
の
概
要
）

（
条
例
の
概
要
）

（
条
例
の
概
要
）

市民に開かれ、市民のための市政を目指す

施行は平成27年 4 月 1 日施行は平成27年 4 月 1 日

幸手市議会
　  基本条例を制定
幸手市議会
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　三

基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
の
策
定
、
変

更
及
び
廃
止
。
⑵
幸
手
市
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
、
変
更
及
び
廃

止
。
の
2
項
目
を
加
え
て
い
ま
す
。

　第
5
章
　議
員
の
政
治
倫
理
・
身
分

　
　
　
　
　・
待
遇
等

第
15
条
（
政
治
倫
理
）

　議
員
は
、
市
民
の
負
託
に
応
え
る
た

め
、
幸
手
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例

を
遵
守
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
16
条
（
議
員
定
数
）

　議
員
の
定
数
は
、
幸
手
市
議
会
の
議

員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。
定
数
を
改
正
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
調
査
及

び
検
討
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
17
条
（
議
員
報
酬
）

　議
員
報
酬
は
、
幸
手
市
議
会
の
議
員

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条

例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

第
18
条
（
政
務
活
動
費
）

　政
務
活
動
費
の
使
途
は
、
常
に
透
明

性
の
確
保
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
19
条
（
議
会
改
革
の
推
進
）

　議
会
は
、
議
会
の
信
頼
性
を
高
め
る

た
め
、
不
断
の
改
革
に
努
め
る
こ
と
を

定
め
て
い
ま
す
。

　第
6
章
　議
会
事
務
局
の
体
制
整
備

　
　
　
　
　等

第
20
条
（
議
会
事
務
局
）

　議
会
は
、
議
会
活
動
の
充
実
を
図
る

た
め
、
議
会
事
務
局
の
調
査
機
能
及
び

法
務
機
能
の
強
化
並
び
に
組
織
体
制
の

整
備
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

第
21
条
（
予
算
及
び
人
員
の
確
保
）

　議
会
は
、
議
事
機
関
と
し
て
の
機
能

を
確
保
、
必
要
な
予
算
及
び
人
員
の
確

保
に
努
め
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
22
条
（
議
会
図
書
室
の
充
実
）

　議
会
は
、
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す

る
た
め
、
図
書
室
の
充
実
を
定
め
て
い

ま
す
。

　第
7
章
　最
高
規
範
性
と
見
直
し

　
　
　
　
　手
続

第
23
条
（
最
高
規
範
性
）

　こ
の
条
例
は
、
議
会
に
お
け
る
最
高

規
範
で
あ
り
、
他
の
条
例
制
定
、
改
廃

に
つ
い
て
の
整
合
性
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
24
条
（
見
直
し
手
続
）

　議
会
は
、
こ
の
条
例
の
見
直
し
に
つ

い
て
の
基
本
原
則
を
定
め
て
い
ま
す
。

を
定
め
て
い
ま
す
。

第
12
条
（
説
明
責
任
）

　議
会
は
、
議
会
と
し
て
の
意
思
決
定

又
は
政
策
決
定
を
し
た
と
き
は
、
市
民

に
対
し
説
明
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

　第
4
章
　議
会
と
執
行
機
関
の
関
係

第
13
条
（
議
員
と
市
長
等
執
行
機
関
の

関
係
）

　議
会
は
、
議
決
責
任
を
果
た
す
た
め
、

必
要
な
事
項
を
市
長
に
対
し
、
説
明
を

行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

般
質
問
及
び
委
員
会
で
の
質
疑
は
一
問

一
答
方
式
と
す
る
。
ま
た
、
市
長
等
は

議
員
か
ら
質
疑
を
受
け
た
時
は
、
議
長
、

当
該
委
員
長
の
許
可
を
得
て
反
問
で
き

る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
14
条
（
議
決
事
件
の
追
加
）

　地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
議
会
の
議

決
事
件
に
、
⑴
幸
手
市
総
合
振
興
計
画

　
平
成
27
年

の
年
頭
に
当

た
り
、
謹
ん

で
ご
挨
拶
申

し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
は
、

幸
手
市
に
と
っ
て
待
ち
に
待
っ
た
圏
央
道

の
開
通
、
幸
手
イ
ン
タ
ー
の
開
設
、
そ
の

関
連
事
業
の
4
号
バ
イ
パ
ス
の
4
車
線
化
、

都
市
計
画
道
路
幸
手
イ
ン
タ
ー
線
の
一
部

供
用
開
始
と
、
新
た
な
交
通
の
要
衝
と
し

て
ス
タ
ー
ト
す
る
希
望
あ
ふ
れ
る
新
年
を

迎
え
ま
し
た
。

　
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
昨
年
12
月
定

例
議
会
に
お
い
て
、
市
民
の
皆
様
に
開
か

れ
た
議
会
、
市
民
の
皆
様
と
共
に
歩
む
市

民
の
皆
様
の
た
め
の
議
会
を
目
指
し
、
議

員
お
よ
び
議
会
の
あ
り
方
や
活
動
原
則
を

あ
ら
た
め
て
規
定
し
、
議
会
の
役
割
を
明

確
に
し
た
議
会
基
本
条
例
を
全
会
一
致
で

制
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
本
年
は
市
議
会
の
改
選
と
も
な
り
ま
す

が
、
議
会
に
対
す
る
限
り
な
い
ご
支
援
を

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

幸手市議会議長
武 藤 壽 男

今
年
も

よ
ろ
し
く

　お
願
い

　
　い
た
し
ま
す

３会場で市民説明会
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　前
文

　市
議
会
は
、
市
民
に
開
か
れ
、
市
民

と
と
も
に
歩
む
議
会
、
市
民
の
た
め
の

市
政
を
目
指
す
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　第
1
章
　総
則

第
1
条
（
目
的
）

　議
会
の
基
本
理
念
、
議
員
の
活
動
原

則
等
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
2
条
（
基
本
理
念
）

　議
会
は
、
市
民
を
代
表
す
る
議
事
機

関
と
し
て
、
真
の
地
方
自
治
を
希
求
し

活
動
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　第
2
章
　議
会
及
び
議
員
の
活
動

　
　
　
　
　原
則

第
3
条
（
議
会
の
活
動
原
則
）

　議
会
は
、
執
行
機
関
に
対
し
、
監
視

機
能
と
評
価
を
行
う
。
ま
た
、
情
報
の

公
開
を
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
4
条
（
議
員
の
活
動
原
則
）

　議
員
は
、
市
民
の
意
見
の
聴
取
に
努

め
、
市
民
の
多
様
な
意
思
を
と
ら
え
、

福
祉
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。

第
5
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（
議
会
の
機
能
強
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）
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会
は
、
政
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立
案
に
資
す
る
た
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、
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行
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。

第
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会
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会
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管
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言
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行
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会
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会
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。

　第
3
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第
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（
情
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会
は
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活
動
に
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情
報
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積
極
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に
提
供
す
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た
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会
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等
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。
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は
、
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位
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摯
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り
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（
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報
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。
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。
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。
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の
概
要
）

（
条
例
の
概
要
）

（
条
例
の
概
要
）

（
条
例
の
概
要
）

市民に開かれ、市民のための市政を目指す

施行は平成27年 4 月 1 日施行は平成27年 4 月 1 日

幸手市議会
　  基本条例を制定
幸手市議会
　  基本条例を制定

議

　長
　
　
　武

　藤

　壽

　男

副
議
長

　
　
　手

　島

　幸

　成

議

　員
（
議
席
順
）

　
　
　松

　田

　雅

　代

　
　
　小

　林

　啓

　子

　
　
　本

　田

　謡

　子

　
　
　小
河
原

　浩

　和

　
　
　小

　林

　英

　雄

　
　
　木

　村

　治

　夫

　
　
　宮

　杉

　勝

　男

　
　
　松

　本

　
　
　章

　
　
　中

　村

　孝

　子

　
　
　小

　林

　順

　一

　
　
　藤

　沼

　
　
　貢

　
　
　小

　島

　和

　夫

　
　
　大
久
保

　忠

　三

基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
の
策
定
、
変

更
及
び
廃
止
。
⑵
幸
手
市
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
、
変
更
及
び
廃

止
。
の
2
項
目
を
加
え
て
い
ま
す
。

　第
5
章
　議
員
の
政
治
倫
理
・
身
分

　
　
　
　
　・
待
遇
等

第
15
条
（
政
治
倫
理
）

　議
員
は
、
市
民
の
負
託
に
応
え
る
た

め
、
幸
手
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例

を
遵
守
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
16
条
（
議
員
定
数
）

　議
員
の
定
数
は
、
幸
手
市
議
会
の
議

員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。
定
数
を
改
正
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
調
査
及

び
検
討
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
17
条
（
議
員
報
酬
）

　議
員
報
酬
は
、
幸
手
市
議
会
の
議
員

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条

例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

第
18
条
（
政
務
活
動
費
）

　政
務
活
動
費
の
使
途
は
、
常
に
透
明

性
の
確
保
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
19
条
（
議
会
改
革
の
推
進
）

　議
会
は
、
議
会
の
信
頼
性
を
高
め
る

た
め
、
不
断
の
改
革
に
努
め
る
こ
と
を

定
め
て
い
ま
す
。

　第
6
章
　議
会
事
務
局
の
体
制
整
備

　
　
　
　
　等

第
20
条
（
議
会
事
務
局
）

　議
会
は
、
議
会
活
動
の
充
実
を
図
る

た
め
、
議
会
事
務
局
の
調
査
機
能
及
び

法
務
機
能
の
強
化
並
び
に
組
織
体
制
の

整
備
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

第
21
条
（
予
算
及
び
人
員
の
確
保
）

　議
会
は
、
議
事
機
関
と
し
て
の
機
能

を
確
保
、
必
要
な
予
算
及
び
人
員
の
確

保
に
努
め
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
22
条
（
議
会
図
書
室
の
充
実
）

　議
会
は
、
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す

る
た
め
、
図
書
室
の
充
実
を
定
め
て
い

ま
す
。

　第
7
章
　最
高
規
範
性
と
見
直
し

　
　
　
　
　手
続

第
23
条
（
最
高
規
範
性
）

　こ
の
条
例
は
、
議
会
に
お
け
る
最
高

規
範
で
あ
り
、
他
の
条
例
制
定
、
改
廃

に
つ
い
て
の
整
合
性
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
24
条
（
見
直
し
手
続
）

　議
会
は
、
こ
の
条
例
の
見
直
し
に
つ

い
て
の
基
本
原
則
を
定
め
て
い
ま
す
。

を
定
め
て
い
ま
す
。

第
12
条
（
説
明
責
任
）

　議
会
は
、
議
会
と
し
て
の
意
思
決
定

又
は
政
策
決
定
を
し
た
と
き
は
、
市
民

に
対
し
説
明
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

　第
4
章
　議
会
と
執
行
機
関
の
関
係

第
13
条
（
議
員
と
市
長
等
執
行
機
関
の

関
係
）

　議
会
は
、
議
決
責
任
を
果
た
す
た
め
、

必
要
な
事
項
を
市
長
に
対
し
、
説
明
を

行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

般
質
問
及
び
委
員
会
で
の
質
疑
は
一
問

一
答
方
式
と
す
る
。
ま
た
、
市
長
等
は

議
員
か
ら
質
疑
を
受
け
た
時
は
、
議
長
、

当
該
委
員
長
の
許
可
を
得
て
反
問
で
き

る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

第
14
条
（
議
決
事
件
の
追
加
）

　地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
議
会
の
議

決
事
件
に
、
⑴
幸
手
市
総
合
振
興
計
画

　
平
成
27
年

の
年
頭
に
当

た
り
、
謹
ん

で
ご
挨
拶
申

し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
は
、

幸
手
市
に
と
っ
て
待
ち
に
待
っ
た
圏
央
道

の
開
通
、
幸
手
イ
ン
タ
ー
の
開
設
、
そ
の

関
連
事
業
の
4
号
バ
イ
パ
ス
の
4
車
線
化
、

都
市
計
画
道
路
幸
手
イ
ン
タ
ー
線
の
一
部

供
用
開
始
と
、
新
た
な
交
通
の
要
衝
と
し

て
ス
タ
ー
ト
す
る
希
望
あ
ふ
れ
る
新
年
を

迎
え
ま
し
た
。

　
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
昨
年
12
月
定

例
議
会
に
お
い
て
、
市
民
の
皆
様
に
開
か

れ
た
議
会
、
市
民
の
皆
様
と
共
に
歩
む
市

民
の
皆
様
の
た
め
の
議
会
を
目
指
し
、
議

員
お
よ
び
議
会
の
あ
り
方
や
活
動
原
則
を

あ
ら
た
め
て
規
定
し
、
議
会
の
役
割
を
明

確
に
し
た
議
会
基
本
条
例
を
全
会
一
致
で

制
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
本
年
は
市
議
会
の
改
選
と
も
な
り
ま
す

が
、
議
会
に
対
す
る
限
り
な
い
ご
支
援
を

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

幸手市議会議長
武 藤 壽 男

今
年
も

よ
ろ
し
く

　お
願
い

　
　い
た
し
ま
す

３会場で市民説明会



（4）（5）

指
定
管
理
者
が
管
理
運
営
す
る
施
設
と

期
間

⑴
　
幸
手
市
立
図
書
館

⑵
　
幸
手
市
立
図
書
館
香
日
向
分
館

⑶
　
幸
手
市
西
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

⑷
　
幸
手
市
北
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

⑸
　
幸
手
市
南
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

⑹
　
幸
手
市
東
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

　
平
成
27
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
32
年

3
月
31
日
ま
で
の
5
年
間

○
開
館
時
間
は
午
前
9
時
か
ら
午
後
5

時
ま
で
。

○
約
2
万
冊
の
図
書
を
配
架
。

○
図
書
室
の
ほ
か
学
習
室
と
談
話
室
を

設
け
る
。

○
香
日
向
分
館
に
は
、
コ
ー
ヒ
ー
ラ
ウ

ン
ジ
の
設
置
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
指
定
管
理
者
制
度
は
、
地
方
自
治
法

に
基
づ
い
て
、
公
の
施
設
の
管
理
を
民

間
団
体
が
行
う
制
度
で
、
施
設
運
営
に

民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

で
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
が
期
待
で
き

る
も
の
で
す
。

　
香
日
向
分
館
は
、
旧
香
日
向
小
の
1

階
の
一
部
を
使
用
し
ま
す
。

　
図
書
室
は
2
教
室
分
、
学
習
室
と
談

話
室
は
、
そ
れ
ぞ
れ
1
教
室
を
あ
て
て

い
ま
す
。
総
床
面
積
は
約
3
7
0
㎡
と

な
っ
て
い
ま
す
。

市
立
図
書
館
の
指
定
管
理
者
を
定
め
る

市
立
図
書
館
の
指
定
管
理
者
を
定
め
る

「
2
学
期
制
実
施
か
ら
10
年
目
を
迎
え

た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
成
果
と
課
題
を

適
切
に
評
価
し
、
学
期
制
の
検
討
を
す

る
」
た
め
に
、
幸
手
市
学
期
制
検
討
委

員
会
を
設
置
し
、
確
か
な
学
力
と
豊
か

な
心
、健
や
か
な
体
の
育
成
に
向
け
て
、

次
の
4
つ
の
視
点
で
検
討
し
た
。

①
学
力
と
学
習
意
欲
の
向
上

②
ゆ
と
り
の
中
で
、
生
き
る
力
を
育

む
た
め
の
有
効
な
学
期
制
の
選
択

③
進
路
選
択
へ
の
影
響

④
長
期
休
業
の
活
用
と
評
価
（
通
知

票
）
と
の
関
連

以
上
の
事
を
考
慮
し
、
新
た
な
「
3
学

期
制
」
の
選
択
が
望
ま
し
い
と
い
う
結

論
に
達
し
た
。

　「家
賃
改
定
ル
ー
ル
改
悪
に
反
対
し
、

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
家
賃
制
度

を
求
め
る
請
願
」

　（
請
願
概
要
）

⑴
家
賃
値
上
げ
幅
拡
大
、
改
定
周
期
短

縮
等
を
策
す
る
家
賃
改
定
ル
ー
ル
改
悪

を
や
め
、機
構
法
付
帯
決
議
、住
宅
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
を
遵
守
し
、
安
心
し

て
住
み
続
け
ら
れ
る
家
賃
制
度
に
改
善

す
る
こ
と
。

⑵
低
所
得
高
齢
者
等
へ
の
家
賃
減
額
措

置
の
充
実
に
つ
と
め
、
高
齢
者
・
子
育

て
世
帯
の
居
住
安
定
を
図
る
こ
と
。

⑶
収
益
本
位
の
団
地
統
廃
合
で
は
な
く
、

ま
ず
空
き
家
を
早
期
に
解
消
す
る
な
ど
、

公
団
住
宅
を
公
共
住
宅
と
し
て
守
り
、

国
民
の
住
生
活
向
上
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
形
成
に
大
い
に
役
立
て
る
こ
と
。

　
以
上
の
請
願
事

項
ま
た
請
願
趣
旨

を
ふ
ま
え
て
、
幸

手
市
議
会
と
し
て

賛
成
多
数
で
採
択

し
た
。

　「
議
場
に
お
け
る
国
旗
及
び
市
旗
の

掲
揚
に
関
す
る
決
議
」

　（
決
議
概
要
）

　
我
が
国
の
日
の
丸
は
、
日
本
の
象
徴

で
あ
る
国
旗
と
し
て
古
く
か
ら
国
民
に

親
し
ま
れ
、
世
界
各
国
か
ら
も
広
く
認

め
ら
れ
定
着
し
て
お
り
、
公
的
機
関
や

公
的
行
事
に
お
い
て
掲
揚
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
11
年
に
は
、
国
旗
及
び
国
歌
に

関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
日
の
丸
と

通
称
さ
れ
て
い
る
日
章
旗
を
日
本
の
国

旗
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
律
の
根

拠
が
与
え
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
幸
手
市
旗
は
、
国
旗
と
同
様

に
自
治
体
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
尊
重
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
幸
手
市
章
は
、
昭

和
34
年
に
決
定
し
た
旧
幸
手
町
章
を
昭

和
61
年
の
市
制
施
行
後
に
も
継
承
さ
れ
、

さ
く
ら
の
花
び
ら
と
幸
手
の
頭
文
字

「
幸
」
を
図
化
し
た
も
の
で
、
さ
く
ら

の
花
の
美
し
さ
を
象
徴
し
、
住
民
の
融

和
と
し
あ
わ
せ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
我
が
国
の

国
旗
に
敬
意
を
表
し
、
か
つ
、
幸
手
市

旗
の
下
、
市
民
の
代
表
と
し
て
、
よ
り

一
層
真
摯
に
議
会
活
動
に
臨
む
た
め
、

議
場
に
国
旗
及
び
市
旗
を
掲
揚
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
以
上
提
出
さ
れ
た
決
議
案
が
、
幸
手

市
議
会
と
し
て
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

　
幸
手
市
に
お
け
る
今
後
の
学
期
制
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
平
成
26
年
4
月
に

請
願

決
議

指
定
管
理
者
制
度
と
は

◆議員の期末手当
現行の支給割合に据え置く。
★議員期末手当の予算修正に
伴い、952千円は予備費に
計上。

◆市長・副市長の期末手当
現行から0.15月分引上げ。
★市長の期末手当は、平成26
年12月、平成27年6月に限
り、現行の支給割合に据え
置く。

◆教育長等の期末手当
現行から0.15月分引上げ。

◆職員
給料表を平均0.18％引上げ。
勤勉手当は、現行から0.15
月分引上げ。
通勤手当を使用距離の区分
に応じて100円から7,100円
までの幅で引上げ。

人
事
案
件

教
育
委
員
会
委
員

教
育
委
員
会
委
員

人
権
擁
護
委
員

人
権
擁
護
委
員

森

　久
子

　氏

深
作

　昭
美

　氏

を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

を
推
薦
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
幸
手
市
役
所
庁
舎
、
旧
保

健
セ
ン
タ
ー
、
幸
手
小
学
校
、

行
幸
小
学
校
、
上
高
野
小
学

校
、
権
現
堂
川
小
学
校
、
吉

田
小
学
校
、
八
代
小
学
校
、

長
倉
小
学
校
、
さ
か
え
小
学

校
、
さ
く
ら
小
学
校
、
幸
手

中
学
校
、
西
中
学
校
、
東
中

学
校
、
中
央
公
民
館
、
北
公

民
館
、
南
公
民
館
、
東
公
民

館
、
図
書
館
、
第
一
保
育
所
、

第
二
保
育
所
、
第
三
保
育
所
、

保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
、

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
順
礼

ポ
ン
プ
場
、
緑
台
第
１
機
場
、

緑
台
第
3
ポ
ン
プ
場
の
27
施

設
で
す
。

◆
供
給
期
間

　
平
成
27
年
1
月
1
日
か
ら

平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
。

　
電
気
料
金
は
、
東
京
電
力

と
比
べ
、
年
間
約
1
1
8
0

万
円
の
削
減
額
を
見
込
ん
で

い
ま
す
。

公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に
供給は、株式会社 F-POWER（東京港区）

供
給
対
象
施
設

議
員
、
市
長
等
、
教
育
長

及
び
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

平
成
26
年
の
人
事
院
勧
告
お
よ
び
埼
玉
県
人
事
委
員
会
勧
告
を
踏
ま
え
提
案
さ

れ
ま
し
た
。

指定管理者となる団体
SATTE HAPPINESS TRC GROUP

団体の構成
区分

代表
団体

東京都文京区大塚3-1-1
株式会社図書館流通センター

構成
団体

東京都千代田区岩本町1-3-9
TRCファシリティーズ株式会社

図書館香日向分館案内図

書架搬入中の図書室

幸手看護
専門学校

西地域包括支援センター

体
育
館図書館香日向分館図書館香日向分館

学習室学習室談話室談話室

平面図

平
成
26
年
議
請
第
1
号

決
議
案
第
1
号

教
育
委
員
会
よ
り
市
立
小
・

中
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
示
さ
れ
る

報
告

１　報告
⑴幸手市立小中学校管理規則の一部改正について

①改正点
ア　学年を3学期に分ける。（改正前は2学期）
イ　夏季休業日を8月31日までとする。
（改正前は8月29日まで）

改正後 改正前

第１学期
第２学期
第３学期

 4月 1日～ 8月 31日
 9月 1日～ 12月 31日
 1月 1日～ 3月 31日

第１学期
第２学期

4月1日～ 10月の第2月曜日
10月の第2月曜日の翌日

～翌年3月31日

春季休業日
夏季休業日
冬期休業日
学年末休業日

 4月 1日～ 4月 7日
 7月 21日～ 8月 31日
 12月 25日～ 1月 7日
 3月 27日～ 3月 31日

春季休業日
夏季休業日
冬期休業日
学年末休業日

 4月 1日～ 4月 7日
 7月 21日～ 8月29日
 12月 25日～ 1月 7日
 3月 27日～ 3月 31日



（4）（5）

指
定
管
理
者
が
管
理
運
営
す
る
施
設
と

期
間

⑴
　
幸
手
市
立
図
書
館

⑵
　
幸
手
市
立
図
書
館
香
日
向
分
館

⑶
　
幸
手
市
西
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

⑷
　
幸
手
市
北
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

⑸
　
幸
手
市
南
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

⑹
　
幸
手
市
東
公
民
館
図
書
コ
ー
ナ
ー

　
平
成
27
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
32
年

3
月
31
日
ま
で
の
5
年
間

○
開
館
時
間
は
午
前
9
時
か
ら
午
後
5

時
ま
で
。

○
約
2
万
冊
の
図
書
を
配
架
。

○
図
書
室
の
ほ
か
学
習
室
と
談
話
室
を

設
け
る
。

○
香
日
向
分
館
に
は
、
コ
ー
ヒ
ー
ラ
ウ

ン
ジ
の
設
置
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
指
定
管
理
者
制
度
は
、
地
方
自
治
法

に
基
づ
い
て
、
公
の
施
設
の
管
理
を
民

間
団
体
が
行
う
制
度
で
、
施
設
運
営
に

民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

で
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
が
期
待
で
き

る
も
の
で
す
。

　
香
日
向
分
館
は
、
旧
香
日
向
小
の
1

階
の
一
部
を
使
用
し
ま
す
。

　
図
書
室
は
2
教
室
分
、
学
習
室
と
談

話
室
は
、
そ
れ
ぞ
れ
1
教
室
を
あ
て
て

い
ま
す
。
総
床
面
積
は
約
3
7
0
㎡
と

な
っ
て
い
ま
す
。

市
立
図
書
館
の
指
定
管
理
者
を
定
め
る

市
立
図
書
館
の
指
定
管
理
者
を
定
め
る

「
2
学
期
制
実
施
か
ら
10
年
目
を
迎
え

た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
成
果
と
課
題
を

適
切
に
評
価
し
、
学
期
制
の
検
討
を
す

る
」
た
め
に
、
幸
手
市
学
期
制
検
討
委

員
会
を
設
置
し
、
確
か
な
学
力
と
豊
か

な
心
、健
や
か
な
体
の
育
成
に
向
け
て
、

次
の
4
つ
の
視
点
で
検
討
し
た
。

①
学
力
と
学
習
意
欲
の
向
上

②
ゆ
と
り
の
中
で
、
生
き
る
力
を
育

む
た
め
の
有
効
な
学
期
制
の
選
択

③
進
路
選
択
へ
の
影
響

④
長
期
休
業
の
活
用
と
評
価
（
通
知

票
）
と
の
関
連

以
上
の
事
を
考
慮
し
、
新
た
な
「
3
学

期
制
」
の
選
択
が
望
ま
し
い
と
い
う
結

論
に
達
し
た
。

　「家
賃
改
定
ル
ー
ル
改
悪
に
反
対
し
、

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
家
賃
制
度

を
求
め
る
請
願
」

　（
請
願
概
要
）

⑴
家
賃
値
上
げ
幅
拡
大
、
改
定
周
期
短

縮
等
を
策
す
る
家
賃
改
定
ル
ー
ル
改
悪

を
や
め
、機
構
法
付
帯
決
議
、住
宅
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
を
遵
守
し
、
安
心
し

て
住
み
続
け
ら
れ
る
家
賃
制
度
に
改
善

す
る
こ
と
。

⑵
低
所
得
高
齢
者
等
へ
の
家
賃
減
額
措

置
の
充
実
に
つ
と
め
、
高
齢
者
・
子
育

て
世
帯
の
居
住
安
定
を
図
る
こ
と
。

⑶
収
益
本
位
の
団
地
統
廃
合
で
は
な
く
、

ま
ず
空
き
家
を
早
期
に
解
消
す
る
な
ど
、

公
団
住
宅
を
公
共
住
宅
と
し
て
守
り
、

国
民
の
住
生
活
向
上
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
形
成
に
大
い
に
役
立
て
る
こ
と
。

　
以
上
の
請
願
事

項
ま
た
請
願
趣
旨

を
ふ
ま
え
て
、
幸

手
市
議
会
と
し
て

賛
成
多
数
で
採
択

し
た
。

　「
議
場
に
お
け
る
国
旗
及
び
市
旗
の

掲
揚
に
関
す
る
決
議
」

　（
決
議
概
要
）

　
我
が
国
の
日
の
丸
は
、
日
本
の
象
徴

で
あ
る
国
旗
と
し
て
古
く
か
ら
国
民
に

親
し
ま
れ
、
世
界
各
国
か
ら
も
広
く
認

め
ら
れ
定
着
し
て
お
り
、
公
的
機
関
や

公
的
行
事
に
お
い
て
掲
揚
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
11
年
に
は
、
国
旗
及
び
国
歌
に

関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
日
の
丸
と

通
称
さ
れ
て
い
る
日
章
旗
を
日
本
の
国

旗
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
律
の
根

拠
が
与
え
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
幸
手
市
旗
は
、
国
旗
と
同
様

に
自
治
体
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
尊
重
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
幸
手
市
章
は
、
昭

和
34
年
に
決
定
し
た
旧
幸
手
町
章
を
昭

和
61
年
の
市
制
施
行
後
に
も
継
承
さ
れ
、

さ
く
ら
の
花
び
ら
と
幸
手
の
頭
文
字

「
幸
」
を
図
化
し
た
も
の
で
、
さ
く
ら

の
花
の
美
し
さ
を
象
徴
し
、
住
民
の
融

和
と
し
あ
わ
せ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
我
が
国
の

国
旗
に
敬
意
を
表
し
、
か
つ
、
幸
手
市

旗
の
下
、
市
民
の
代
表
と
し
て
、
よ
り

一
層
真
摯
に
議
会
活
動
に
臨
む
た
め
、

議
場
に
国
旗
及
び
市
旗
を
掲
揚
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
以
上
提
出
さ
れ
た
決
議
案
が
、
幸
手

市
議
会
と
し
て
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

　
幸
手
市
に
お
け
る
今
後
の
学
期
制
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
平
成
26
年
4
月
に

請
願

決
議

指
定
管
理
者
制
度
と
は

◆議員の期末手当
現行の支給割合に据え置く。
★議員期末手当の予算修正に
伴い、952千円は予備費に
計上。

◆市長・副市長の期末手当
現行から0.15月分引上げ。
★市長の期末手当は、平成26
年12月、平成27年6月に限
り、現行の支給割合に据え
置く。

◆教育長等の期末手当
現行から0.15月分引上げ。

◆職員
給料表を平均0.18％引上げ。
勤勉手当は、現行から0.15
月分引上げ。
通勤手当を使用距離の区分
に応じて100円から7,100円
までの幅で引上げ。

人
事
案
件

教
育
委
員
会
委
員

教
育
委
員
会
委
員

人
権
擁
護
委
員

人
権
擁
護
委
員

森

　久
子

　氏

深
作

　昭
美

　氏

を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

を
推
薦
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
幸
手
市
役
所
庁
舎
、
旧
保

健
セ
ン
タ
ー
、
幸
手
小
学
校
、

行
幸
小
学
校
、
上
高
野
小
学

校
、
権
現
堂
川
小
学
校
、
吉

田
小
学
校
、
八
代
小
学
校
、

長
倉
小
学
校
、
さ
か
え
小
学

校
、
さ
く
ら
小
学
校
、
幸
手

中
学
校
、
西
中
学
校
、
東
中

学
校
、
中
央
公
民
館
、
北
公

民
館
、
南
公
民
館
、
東
公
民

館
、
図
書
館
、
第
一
保
育
所
、

第
二
保
育
所
、
第
三
保
育
所
、

保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
、

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
順
礼

ポ
ン
プ
場
、
緑
台
第
１
機
場
、

緑
台
第
3
ポ
ン
プ
場
の
27
施

設
で
す
。

◆
供
給
期
間

　
平
成
27
年
1
月
1
日
か
ら

平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
。

　
電
気
料
金
は
、
東
京
電
力

と
比
べ
、
年
間
約
1
1
8
0

万
円
の
削
減
額
を
見
込
ん
で

い
ま
す
。

公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に公共施設の受電を特定規模電気事業者（PPS）に
供給は、株式会社 F-POWER（東京港区）

供
給
対
象
施
設

議
員
、
市
長
等
、
教
育
長

及
び
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

香
日
向
分
館
の
オ
ー
プ
ン
は

　平
成
27
年
2
月
12
日

平
成
26
年
の
人
事
院
勧
告
お
よ
び
埼
玉
県
人
事
委
員
会
勧
告
を
踏
ま
え
提
案
さ

れ
ま
し
た
。

指定管理者となる団体
SATTE HAPPINESS TRC GROUP

団体の構成
区分

代表
団体

東京都文京区大塚3-1-1
株式会社図書館流通センター

構成
団体

東京都千代田区岩本町1-3-9
TRCファシリティーズ株式会社

図書館香日向分館案内図

書架搬入中の図書室

幸手看護
専門学校

西地域包括支援センター

体
育
館図書館香日向分館図書館香日向分館

学習室学習室談話室談話室

平面図

平
成
26
年
議
請
第
1
号

決
議
案
第
1
号

教
育
委
員
会
よ
り
市
立
小
・

中
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
示
さ
れ
る

報
告

１　報告
⑴幸手市立小中学校管理規則の一部改正について

①改正点
ア　学年を3学期に分ける。（改正前は2学期）
イ　夏季休業日を8月31日までとする。
（改正前は8月29日まで）

改正後 改正前

第１学期
第２学期
第３学期

 4月 1日～ 8月 31日
 9月 1日～ 12月 31日
 1月 1日～ 3月 31日

第１学期
第２学期

4月1日～ 10月の第2月曜日
10月の第2月曜日の翌日

～翌年3月31日

春季休業日
夏季休業日
冬期休業日
学年末休業日

 4月 1日～ 4月 7日
 7月 21日～ 8月 31日
 12月 25日～ 1月 7日
 3月 27日～ 3月 31日

春季休業日
夏季休業日
冬期休業日
学年末休業日

 4月 1日～ 4月 7日
 7月 21日～ 8月29日
 12月 25日～ 1月 7日
 3月 27日～ 3月 31日


